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と
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頑
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民
の
代
弁
者
と
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、

議
会
で
は
是
々
非
々
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取
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ん
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す
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義
務
教
育
学
校
と
し
て
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小
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中
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放
課
後

ク
ラ
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一
体
化
し
た
木
造

校
舎
の
早
期
新
築
に
尽
力
し

ま
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「
誰
も
が
住
み
や
す
い
町
」

町
民
の
福
祉
を
優
先
に
、
若

い
人
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

町
づ
く
り
に
尽
力
し
ま
す
。

　

町
民
か
ら
負
託
さ
れ
た
行

政
の
監
視
機
能
に
加
え
、
立

法
府
、
言
論
の
府
と
し
て
政

策
提
言
を
重
視
し
た
議
会
を

目
指
し
ま
す
。

　

町
民
の
幸
福
の
た
め
に
議

会
運
営
、
町
政
発
展
に
努
め

て
参
り
ま
す
。
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議会と行政の話し合いはどうなっているの？

定例会傍聴に行ってみよう !!定例会傍聴に行ってみよう !!
Q　�そもそも「定例会」ってなに？
A　�町の予算の使い道や七ヶ宿町の

予定を決める大切な会議で、年
４回開催されます。

Q　�だれが見に行ってもいいの？
A　�どなたでも傍聴できます。他の

議会では、YouTube などで積
極的に配信しています。

Q　�「定例会」の会議の内容は？
A　�３月は１年間の予算を審議しま

す。
�６月は財産の取得や各予算に対
しての補正、条例の改正などが
審議されます。
９月は前年度の決算を審議しま
す。
�12 月は一般会計の補正や条例
の改正などが審議されます。
�各定例会では「一般質問」が行
われます。

Q　�一般質問ってだれが何を質問す
るの？

A　�町長に対し、議員が「町の政策」
や「町民の要望」「町への提言」
などを直接問いかけます。
�具体的には教育・福祉・観光・
農林業などがあげられますが、

「議会と語る会」などでの意見
を聞いたり、議員の考える政策
を行政に問いかけるものです。

ここが役場前駐車場です。ここから遠慮せず、
庁舎内にお入りください。

自動ドアを進むと町民税務課の職員が明るく
迎えてくれます。
左正面に新設のエレベーターがあります。乗
車したら３Fのボタンを押してください。

車イスも楽々入れる
新設エレベーター

降りると３階フロアーです。右はふるさと振
興課、正面に議会事務局、廊下に沿って左側
に進むと一般の方の議場入り口があります。
どうぞ中にお入りください。

議場傍聴席から見える風景です。
七ヶ宿町がこれからどの様に進んでいくのか
色々な話し合いをお聞きください。


